
問い合わせ
霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生協議会事務局
国土交通省　関東地方整備局
霞ヶ浦河川事務所 T E L：029 - 821-2155

T E L：0299 - 63 -2415
土浦出張所
調 査 課

人工バーム
じんこう

既存の離岸堤の開口部には、波浪によって地盤
が削れることを抑制するため、小規模な捨て石
（人工バーム）を整備しています。

養浜
ようひん

現存のヨシ原が自然に沖側に
前進拡大する基盤として、現
状のヨシ原の前面に砂を入れ
ています。
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既存植生を保全しながら、湖と連続性を持つ水辺
空間を再生することを目標として、既存の離岸堤
を活用しつつ、既存植生の前面に養浜、人工バーム
の整備などを行っています。既存植生が自然に沖
側に前進拡大することを期待しています。
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現在位置

湖岸堤防

A～I区間の９つの区間に分けて事業を実施しています。

昭和53（1978）年　赤外カラー写真昭和53（1978）年ごろの様子

G～ I 区間では、湖岸堤防から20～80ｍ近く沖合いまで湖岸植生帯が広がっていました。

湖岸堤防

「多様な動植物が生育・生息し、里と湖の接点を形成する
湖岸帯の保全・再生を図る」ことを全体目標として、生物
多様性の保全・再生、人と湖のつながりの回復、湖岸景観
の保全・再生に取り組んでいます。
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湖岸の自然再生をしています
霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生事業
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